
　 月 日

○

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

□

□

7  救命処置訓練【実技訓練】の実施が分かる資料（訓練実施記
   録等）（例）普通救命講習（消防署）の修了証等（写し）

集団指導及び効果測定 チェックシート（居宅訪問型保育事業（個人））

 認可外保育施設の基準を満たす旨の証明書

集団指導受講
確認

 認可外保育施設集団指導 概要編

年 月 日 受講

記入日 令和5年

5  安全計画

6  賠償責任保険等の保険証書、契約書（写し）

1   資格証（写し）または、保育に従事する者に関する研修の
      修了証(写し）

2   受講した研修の受講歴がわかる資料（写し）または、保育に
    従事する者に関する研修の修了証(写し）
 ※令和４年度から令和５年度に受講した研修

3   健康診断の受診結果
  （受診者、受診日、検査項目のわかるもの）

4  検便実施結果通知書(調理調乳を提供している場合のみ）

 認可外保育施設集団指導 指導監督基準編

年 月 日 受講

取得済

□

□

 
○は、設置届又は令和5年度の運営状況報告書にて提出した書類の内容に変更がない場合は不要です。
◎の書類は毎年提出が必要な書類です。

提出方法

郵送・メール □

□

□

□

□

□８  施設及びサービスに関する内容を提示した書面

交付希望

氏名

効果測定用紙

添付書類

Ｅ-mail

事業開始年月日

必要事項を記入してください。

必要書類を確認して添付してください。

９  サービス利用者に対する契約内容を記載した書面 □

住所

電話番号



→

→

→

原則、保育に従事する者１人に対して乳幼児１
人であること。
【考え方】当該乳幼児がその兄弟姉妹とともに利用
しているなどの場合であって、かつ、保護者が契約
において同意しているときは、例外として、これを
適用しないことができる。

十分できている □ 原則、保育に従事する者１人に
対して乳幼児１人である。
例外的に，乳幼児を２人以上保
育する場合は，保護者が契約に
おいて同意している。

概ねできている □

不十分である □

　令和５年度認可外保育施設集団指導（居宅訪問型保育事業）効果測定

第１　保育に従事する者の数および資格

調査事項
該当欄にチェック ☑ 望ましい状態

１、保育に従事する者の数

2、保育に従事する者の有資格者の数
「保育士（国家戦略特別区域法第
１２条の５第５項に規定する事業
実施区域内にある施設にあって
は，保育士又は当該事業実施区域
に係る国家戦略特別区域限定保育
士）若しくは看護師（准看護師を
含む）の資格を取得する」か、
「都道府県知事等が行う保育に従
事する者に関する研修（居宅訪問
型保育基礎研修、子育て支援員研
修等）」の受講が修了している。

保育に従事する者が，以下のいずれかであ
ること。

・保育士

・看護師

・都道府県知事等が行う保育に従事する者
に関する研修（居宅訪問型保育基礎研修、
子育て支援員研修等）の修了者

保育士 □

看護師 □

研修修了者 □

3　保育士の名称
保育士でない者を保育士又は保
⺟、保⽗等これに紛らわしい名
称で使用しない。

国家戦略特別区域限定保育士の
場合、「その資格を得た事業実
施区域を明示し、当該事業区域
以外の区域を表示していな
い」。

a. 保育士でない者を保育士又は保⺟、保⽗
等これに紛らわしい名称で使用していない
こと。
b. 国家戦略特別区域限定保育士が、その業
務に関して国家戦略特別区域限定保育士の
名称を表示するときに、その資格を得た事
業実施区域を明示し、当該事業区域以外の
区域を表示していないこと。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

第２　保育室等の構造、設備及び面積

１．事業の運営を行う事業所の専用区画及び備品等についての協力依頼

【考え方】事業の運営を行う事業所とは、
乳幼児の居宅ではなく、業務を行う事業者
の事務所をいう。



→

→

→

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

a. 事業の運営を行うために必要な広さを有
する専用の区画を設けていること。
b.玩具、救急用品等の子どもの健康や安全管
理に関わるものなど保育の実施に必要な備
品等の用意について保護者に協力を求めて
いること。

事業の運営を行うために必要な
広さを有する専用の区画を設け
ている。
保育の実施に必要な備品等の用
意について保護者に協力を求め
るよう努めること。

第３　非常災害に災害に対する措置／第４　保育室を2階以上に設ける場合の条件

１．防災上の必要な措置の実施
火災、地震等の災害発生時にお
ける対処方法等について検討及
び実施をしている。

a　防災上の必要な措置が講じられていること。

火災や地震などの災害発生時における対処
方法等（避難経路や消火用具等の場所の確
認等を含む。）について検討及び実施をす
ること。

十分できている □ （現在実施している具体的取組
を記入してください）

概ねできている □

不十分である □

第５　保育内容

1、保育の内容

十分できている □

概ねできている □

※保育所保育指針を参考に適切な保育を行
うこと。
a . 乳幼児一人一人の心身の発育や発達の状
況を把握し、保育を行うこと。
b.  乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊
び、運動、睡眠等をバランスよく組み合わ
された健康的な生活リズムが保たれるよう
に、十分な配慮がなされていること。
c .乳幼児の生活リズムに沿った保育を実施
すること。
d .乳幼児に対し漫然とテレビを見せ続ける
など、乳幼児への関わりが少ない「放任
的」な保育になっていないこと。

不十分である □

以下の事項について理解し、配慮
した保育を行う。
(1)子どもの発達の特徴や発達過程
等に関する事項
(2)乳幼児への養護的な関わり（授
乳、離乳食、食事の介助、睡眠・
休息、排泄、入浴、清潔、だっこ
等）に関する事項
(3)子どもの遊び等に関する事項
(4)保育の実施に関して留意すべき
事項
（現在実施している具体的取組
を記入してください）



→

→

２．保育に従事する者の保育姿勢等

(1)保育に従事する者の人間性と専門性の向上
保育に当たっての基本姿勢（子
どもへの愛情豊かな関わり、人
格の尊重、プライバシーへの配
慮等）を理解し、取り組む。
研修は、保育に従事する前に受
講することが望ましく、また、
保育従事者の質の向上のため、
定期的な研修の実施が望まし
い。

a 乳幼児の最善の利益を考慮し、保育サー
ビスを提供する者として、適切な姿勢であ
ること。
b保育所保育指針を理解する機会を設けるな
ど、保育に従事する者の人間性と専門性の
向上を図るよう努めていること。
・保育に当たっての基本姿勢（子どもへの
愛情豊かな関わり、人格の尊重、プライバ
シーへの配慮等）を理解し、十分な取組を
していること。
・保育に従事する者に関する研修を受講す
ること。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

・保育に従事する者に関する研修を受講している。(研修実績について記入してください。）

　【研修名】

【受講年月日】　　　　　　　　　年　　　月　　　日

(2)乳幼児の人権に対する十分な配慮

乳幼児に身体的苦痛を与えることや人格を
辱めることがないなど、乳幼児の人権に十
分配慮がなされていること。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

（現在実施している具体的取組
を記入してください）

乳幼児の人権に十分な配慮がな
されている（しつけと称するか
否かを問わず乳幼児に身体的苦
痛を与えている、いわゆるネグ
レクトや差別的処遇、言葉の暴
力は見られない）。



→

→

→

(3)児童相談所等の専門的機関との連携

利用乳幼児について、虐待等不適切な養育
が疑われる場合に、児童相談所等の専門的
機関へ通告していること。
※虐待が疑われる場合だけでなく、心身の
発達に遅れが見られる場合、社会的援助が
必要な家庭状況である場合等においても、
専門的機関に対し、適切な連絡に努めるこ
と。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

虐待等不適切な養育が疑われる
場合には、専門的機関へ通告す
る。

港区の連絡先を記入してくださ
い。

３、保護者との連絡等

可能な限り、保護者と密接な連
絡を取ることを心がける。

(1)保護者との密接な連絡を取り、その意向
を考慮した保育の実施

十分できている □

a.   連絡帳又はこれに代わる方法により、保
護者からは家庭での乳幼児の様子を、保育
に従事する者からは保育中の乳幼児の様子
を連絡していること。

概ねできている □

不十分である □

(2)保護者との緊急時の連絡体制

緊急時に早急に連絡できるよう
緊急連絡先を把握している。
・保護者
・かかりつけ医等

ｂ.  緊急時に保護者へ早急に連絡できるよ
う緊急連絡先を把握していること。
※かかりつけ医等の緊急時必要な連絡先も
併せて把握すること。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

第６　給食

＜食事を提供していない場合は、「第６　給食」のチェック項目については回答不要＞

１．衛生管理の状況 食器等の適切な衛生管理
食器類やふきん、哺乳ビン等を
使用する際は、衛生面等必要な
注意を払い、配膳も衛生的であ
る。
・石鹸を使用しての手洗い
・アルコール消毒
・食事介助時のエプロン着用
（遊びやおむつトイレ時とは別
等）

食器類やふきん、哺乳ビン等を使用する際
は、衛生面等必要な注意を払い、配膳も衛
生的であること。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □



→

→

→

２食事内容等の状況

a.   乳児にミルクを与えた場合に、ゲップを
させることや離乳食摂取後の乳児について
食事後の状況に注意が払われているかなど
乳児に対する配慮が適切に行われているこ
と。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

乳児に対する配慮を適切に行
う。※食材の大きさ、硬さ（誤
飲注意）、加熱処理

（現在実施している具体的取組
を記入してください）

b . アレルギー疾患等を有する子どもについ
て、保護者と連携し、医師の判断及び指示
に基づき、適切な対応が行われているこ
と。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

アレルギー疾患等を有する子ど
もに対して適切な対応をする。
※症状や症状が出た時の対処方
法（服薬、保護者への連絡等）
の共有、緊急時の連絡先の確認
（医療機関等）

（現在実施している具体的取組
を記入してください）

第７　健康管理・安全確保

1、乳幼児の健康状態の観察
預かりの際、健康状態の観察及
び保護者からの乳幼児の報告を
受けている。

預かりの際の確認項目（例）体
温、排便、食事、睡眠、表情、
皮膚の異常の有無、機嫌等

引き渡しの際、預かり時と同様
の健康状態の観察が行われてい
る。また、保護者へ乳幼児の状
態を報告している。

預かり、引き渡しの際、乳幼児一人一人の健康状態の観察

a. 預かりの際、健康状態の観察及び保護者
からの乳幼児の報告を受けていること。

b.  引き渡しの際、預かり時と同様の健康状
態の観察が行われていること。保護者へ乳
幼児の状態を報告していること。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □



→

→

→

→

b.  食事の提供を行う場合には、提供頻度や
その内容等の実情に応じ、検便を実施して
いること。

十分できている □

２．職員の健康診断

健康診断を１年に１回受けて
いる。

a.   健康診断を１年に１回受けている
こと。

十分できている □

概ねできている

食事の提供を行う場合には、提
供頻度やその内容等の実情に応
じ、検便を実施している。

概ねできている □

不十分である □

食事を提供してい
ない。 □

□

不十分である □

３．感染症への対応

手指の衛生や咳エチケットの実
施等の感染予防策を講じてい
る。

a.   感染予防のための対策が行われているこ
と。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

４．乳幼児突然死症候群に対する注意
左記の事項を実施している。

十分できている □

概ねできている □

（現在実施している具体的取組
を記入してください）

a .  睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をき
め細かく観察していること。

b.    乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝
かせていること。
※仰向け寝は、乳幼児突然死症候群のほ
か、窒息の防止の観点から有効であるが、
医学上の理由から医師がうつぶせ寝勧める
場合もあるため、うつぶせ寝を行う場合は
利用時に保護者に確認するなど、乳幼児突
然死症候群に対する注意に努めること。

c.    保育中は禁煙を厳守していること。

不十分である □



→

５．安全確保

ａ. 施設の設備の安全点検、職員、児童等
に対する施設外での活動、取組等を含めた
施設での生活その他の日常生活における安
全に関する指導、職員の研修及び訓練その
他施設における安全に関する事項について
の計画（以下「安全計画」という。）を策
定し、当該安全計画に従い、児童の安全確
保に配慮した保育が実施されていること。
ｂ. 安全計画について理解しているととも
に、安全計画に定める訓練を定期的に実施
していること。
ｃ. 保護者に対し、安全計画に基づく取組
の内容等について周知していること。
児童の安全確保に配慮した保育が実施され
ていること。
d .  事故防止の観点から、危険な場所等に対
して適切な安全管理が図られていること。
e .  不審者の立入防止などの対策や緊急時に
おける児童の安全を確保する体制が整備さ
れていること。
ｆ.  児童の施設外での活動、取組等のため
の移動その他の児童の移動のために自動車
を運行するときは、児童の乗車及び降車の
際に、点呼その他の児童の所在を確実に把
握することができる方法により、児童の所
在の確認していること。
ｇ.  事故発生時に適切な救命処置が可能と
なるよう、実技講習を定期的に受講してい
ること。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

・安全計画が策定されている。
・保護者に対し、安全計画に基
づく取組の内容等について周知
されている。
下記の事項について、理解し、
十分な取組をしている。
（1）事故防止、防犯、安全最
優先等シッターとしての心構え
に関する事項
（2）保育を始める前の玩具、
遊具等室内の安全確認に関する
事項
（3）室内、室外の安全確認
（4）ケガや急病等における応
急手当の方法（実践）に関する
事項
（5）「ヒヤリ、ハット」時の
事故防止意識の再確認等に関す
る事項
（6）児童の施設外での活動、
取組等のために自動車を運行す
る場合の児童の乗車及び降車の
際の児童の所在を確認方法に関
する事項
 (7)事故発生時における対処方
法及び連絡体制に関する事項
（8）事故等発生後における詳
細な内容等の報告に関する事項

（現在実施している具体的取組
を記入してください）

・救命処置が可能となる実技研修を受講している。（研修実績について記入してください。）

　【研修名】

【受講年月日】　　　　　　　　　年　　　月　　　日



→

→

→

→

→

h.   賠償責任保険に加入するなど、保育中の
万が一の事故に備えていること。

十分できている □

賠償すべき事故が発生した場合
に、損害賠償を速やかに行うこ
とができるよう備えている。

概ねできている □

不十分である □

i.   事故発生時には速やかに当該事実を都道
府県等に報告していること。

十分できている □

j .  事故の状況及び事故に際して採った処置
について記録していること。

十分できている □

事故発生時には速やかに当該事
実を港区に報告している。また
は報告事項について把握してい
る。

不十分である □

報告事項について
把握している。 □

事故が発生した場合において、
当該事故の状況及び当該事故に
際して採った処置について記録
している。

不十分である □

非該当 □

第８　利用者への情報提供

□

g．設置者の資格（保育士・看護師）
    の保有状況

死亡事故等の重大事故が発生し
た場合においては、当該事故と
同様の事故の再発防止策及び事
故後の検証結果を踏まえた措置
をとっている。

不十分である □

非該当 □

左記の事項全てについて、書面
やマッチングサイト等により提
示等されている。

（どんな方法で提示しているか
具体的取組みを記入してくださ
い）

１．施設及びサービスに関する内容の提示

 
 以下の事項について、書面等による提示等
がされていること。
a．設置者の氏名又は名称及び事業所の管理
者の氏名
b．事業所の名称及び所在地
c．事業を開始した年月日
d．保育提供可能時間
e．提供するサービスの内容及び当該サービ
スの提供につき利用者が支払うべき額に関
する事項並びにこれらの事項に変更を生じ
たことがある場合にあっては当該変更のう
ち直近のものの内容及びその理由
f．利用定員

十分できている □

概ねできている □

k.  死亡事故等の重大事故が発生した施設に
ついて、当該事故と同様の事故の再発防止
策及び事故後の検証結果を踏まえた措置を
とること。

十分できている



→

→

    の保有状況
h．設置者の研修の受講状況
i．保育する乳幼児に関して契約している保
険の種類、保険事故及び保険金額
j．（提携している場合は）提携している医
療機関の名称、所在地及び提携内容
k．緊急時等における対応方法
l．非常災害対策
m．虐待防止のための措置に関する事項
n．設置者が過去に事業停止命令又は施設閉
鎖命令を受けたか否かの別（受けたことが
ある場合には、その命令の内容を含む。）

不十分である □

２．サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付

 

以下の事項について、利用者に書面等によ
る交付をしていること。
a．設置者の氏名及び住所又は名称及び所在
地
b．当該サービスの提供につき利用者が支払
うべき額に関する事項
c．事業所の名称及び所在地
d．事業所の管理者の氏名及び住所
e．当該利用者に対し提供するサービスの内
容
f．保育する乳幼児に関して契約している保
険の種類、保険事故及び保険金額
g．（提携している場合は）提携する医療機
関の名称、所在地及び提携内容
h．利用者からの苦情を受け付ける連絡先

十分できている □

左記の事項全てについて、書面
やマッチングサイト等により閲
覧ができる。

概ねできている □

不十分である □

３．サービスの利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の
説明

当該サービスを利用するための
契約の内容及びその履行に関す
る事項について、適切に説明が
行われている。

a.  当該サービスを利用するための契約
の内容及びその履行に関する事項につい
て、適切に説明が行われていること。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □



→

→

第１０　設置者の経営姿勢

１．保育に対する姿勢

 利用乳幼児の最善の利益を考慮し、その
福祉を積極的に増進することに最もふさわ
しい保育を行うための適切な経営姿勢であ
ること。

十分できている □

概ねできている □

不十分である □

保育の充実のために、関係法令
及び基準を遵守し実行してい
る。
保育サービスを実施する責任者
として適切な対応を行ってい
る。

不十分である □

第９　備える帳簿等

１．利用乳幼児に関する書類等の整備

万が一の事故の際などに確認で
きるように連絡先等の情報が整
備されている。

a.  以下の内容を確認できる書類等があるこ
と。
・利用乳幼児及び保護者の氏名
・乳幼児の生年月日及び健康状態
・保護者の連絡先
・乳幼児利用記録並びに契約内容等

十分できている □

概ねできている □
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